
 

            

イ ハ ゛   ラ キ   ハ ナ  コ 
すべて喪主の方の氏名等 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

＜記入例＞  

死亡の原因が病気・老衰など 

の場合 

茨 城 太 郎 

昭和○○年○○月○○日 

令和○年○○月○○日 

 

水戸市○○町○○番地 

茨城 花子 

妻 

 ○○○－○○○—○○○○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○  ○ 
○  ○ 

令和○年○月○日  （告別式の日付） 

【注意】消せるボールペンや鉛筆では記入しないでください。 

水戸市○○町○○番地 

茨城 花子 

（電話）    ○○○－○○○—○○○○ 



  ◆後期高齢者医療 葬祭費支給申請について◆ 

   後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったとき、ご申請により、葬祭を 

行った方（喪主）に対して、葬祭費 50,000 円が支給されます。 

下記の必要書類①～④をご用意のうえ、ご申請ください。 

【申請に必要なもの】 

① 後期高齢者医療葬祭費支給申請書 
   記入の方法については裏面の記入例をご覧ください。 

  ② 葬祭を行った方（喪主）の氏名が確認できる書類 
以下のいずれか一つをご用意ください。 

「会葬礼状」 

「葬儀の領収書」 

「埋火葬許可証」 

「葬儀の請求書又は見積書」 

「その他葬祭を行った方であることが分かる書類」 
※詳細は、お問い合わせください。 

③ 喪主の方の振込先預金口座が確認できるもの（通帳など） 

④ 申立・誓約書 
    ②の喪主の氏名が確認できる書類が、「会葬礼状」、「葬儀の領収書」の場合は不要

です。 

【注意事項】 

・喪主以外の方が申請者となる場合や、喪主以外の方の口座に振り込む場合は、委任状

が必要になります。 

・申請を受け付けてから、概ね２～３か月でご指定の口座にお振込みいたします。 

・郵送による申請も受付けております。ご希望の場合は、下記までご連絡ください。 

・献体等のため、火葬や葬祭を行っていない場合には、下記までご相談ください。 

・葬祭を行った日の翌日から 2 年を経過すると時効となり、支給できなくなりますの

で、お早めのお手続きをお願いいたします。 

その他ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

〒310-8610 水戸市中央 1-４-１ 水戸市役所 

 保健医療部  国保年金課  後期高齢者医療係 

（１階 23 番窓口） 

電話 029-232-9528（直通） 


